
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線を検出し、検出データを連続的に出力する放射線検出部と、
　前記検出データを放射線エネルギーごとに弁別する弁別部と、
　 にお
ける差分演算を実行すると共に

、その差分演算の結果 規格化演算を実行し
、これによ 格化変動率 を求めるデ

ータ演算部と、
　前記規格化変動率 の経時変化を放射線エネルギーごとにグラフ表示する表示処
理部と、
　を含むことを特徴とする放射線測定装置。
【請求項２】
　
　

【請求項３】
　請求項 記載の装置において、
　前記表示処理部は、第１軸を放射線エネルギー軸とし、第２軸を時間軸とし、第３軸を
前記規格化変動率 を表す軸とした三次元グラフを作成することを特徴とする放射
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各放射線エネルギーごとに、時間的に隣接する検出データＮ (t-1,i)及びＮ (t,i)間
（但し、Ｎ (t,i)は放射線エネルギーｉ、時刻ｔの計数率

） を標準偏差Ａ (t,i)1 / 2で割る （但し、Ａ (t,i
)1 / 2＝（Ｎ (t,i)＋Ｎ (t-1,i)）／２） 1 / 2） り規 Ｆ (t,i)

Ｆ (t,i)

請求項１記載の装置において、
前記差分演算の結果は、Ｎ (t,i)－  Ｎ (t-1,i)又はその絶対値であることを特徴とする

放射線測定装置。

１

Ｆ (t,i)



線測定装置。
【請求項４】
　請求項 記載の装置において、
　前記表示処理部は、第１軸を放射線エネルギー軸とし、第２軸を時間軸とし、前記規格
化変動率 を輝度及び色相の少なくとも１つを利用して表した二次元グラフを作成
することを特徴とする放射線測定装置。
【請求項５】
　請求項 記載の装置において、
　前記表示処理部は、第１軸を放射線エネルギー軸又は時間軸とし、第２軸を前記規格化
変動率 を表す軸とした二次元グラフを作成することを特徴とする放射線測定装置
。
【請求項６】
　請求項 記載の装置において、
　前記規格化変動率 と所定のアラーム判定値とを比較してアラーム状態を判定す
るアラーム判定手段と、
　前記アラーム状態が判定された場合にアラーム信号を出力するアラーム出力手段と、
　を含むことを特徴とする放射線測定装置。
【請求項７】
　放射線を検出して検出データを出力する工程と、
　前記検出データを放射線エネルギーごとに弁別する工程と、
　各放射線エネルギーごとに、時間的に隣接する検出データＮ (t-1,i)及びＮ (t,i)につい
て、規格化変動率Ｆ (t,i)を、
　　　Ｆ (t,i)＝（Ｎ (t,i)－  Ｎ (t-1,i)）／Ａ (t,i)1 / 2　　　・・・（１）
　　　　　但し、Ｎ (t,i)は放射線エネルギーｉ、時刻ｔの計数率
　　　　　　　　Ａ (t,i)1 / 2は標準偏差
　　　　　　　  [Ａ (t,i)1 / 2＝（Ｎ (t,i)＋  Ｎ (t-1,i)）／２） 1 / 2 ]
により演算する工程と、
　を含むことを特徴とする放射線測定方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は放射線測定装置及び方法に関し、特に、環境放射線の測定を行ってその測定結果
を表示する装置及び方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
放射線を利用する医療施設や原子力発電所などの放射線取扱施設においては、施設内やそ
の周辺における環境放射線（例えばγ線）のモニタリングが行われる。モニタリングされ
るγ線の変動要因としては、施設からの放射線の影響以外に、降雨等によるラドン濃度の
変化、非破壊検査でのＸ線やγ線の利用、雷やレーダー等の電磁波による影響など、様々
な要因が考えられる。それらの要因による変動か異常時の変動かを迅速かつ的確に判断す
ることは、環境放射線のモニタリングにおいて最も重要な事項である。
【０００３】
放射線のモニタリングを行うために、従来から各種の放射線測定装置が利用されている。
その中で、周知のマルチチャンネルアナライザ（ＭＣＡ）は、放射線のエネルギーごとに
計数値（線量率）をスペクトルとして表示する装置である。
【０００４】
しかし、ＭＣＡを環境放射線のモニタリングに利用し、そのスペクトル表示から、異常時
のスペクトル変動であるか、それ以外の要因によるスペクトル変動であるかを見極めるの
ためには、一般に、豊富な知識と経験が必要とされる。また、複数の要因が絡み合ってい
るような場合やスペクトル変動が小さいような場合、専門家であっても迅速にスペクトル
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変動の要因を分析するのは一般に難しい。なお、一般の線量計などの測定結果を利用して
、上記判断を行うのは上記以上に困難といえる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
以上のように、従来の各種のモニタリング装置による測定及び表示では、異常時の線量変
動かそれ以外の要因による線量変動かを迅速かつ的確に判断するためには十分と言えない
面がある。そこで、万が一にも異常が発生した場合、その事態を迅速に判定しかつ即座に
要因分析を行うためにも、当該事態を直感的に把握できる表示方式が要望されている。ま
た、放射線測定の知識や経験の少ない者であっても、線量の変動を容易に確認できる装置
が要望されている。
【０００６】
本発明は、上記従来の課題に鑑みなされたものであり、その目的は、放射線測定結果の表
示に当たって、線量の変動をより分かり易く表現することにある。
【０００７】
本発明の他の目的は、線量の変動要因を迅速かつ的確に判断できるような表示を行うこと
にある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
（１） 放射線を検出し、検出データを連続的に出力する放射線
検出部と、前記検出データ間における差分演算を実行すると共に、その差分演算の結果に
対して所定の規格化演算を実行し、これにより規格化変動率を求めるデータ演算部と、前
記規格化変動率の経時変化を表示する表示部と、を含
【０００９】
上記構成によれば、時間的に異なる２つの検出データ間で差分演算が実行され、その演算
結果に対して所定の規格化が行われた後に表示される。よって、計数値（あるいは計数率
）の変動分を明確に表現でき、従来の表示方式よりも、より変動傾向などを視覚的に理解
し易い形式で表示できる。
【００１０】
なお、所定の規格化演算を行う場合、望ましくは、後述のように標準偏差が利用される。
上記放射線は、一般的にはγ線（Ｘ線）であるが、β線、α線に対して本発明の原理を適
用可能である。
【００１１】
（２） 発明は、放射線を検出し、検出データを連続的に出力する放射線検出部と、前記
検出データを放射線エネルギーごとに弁別する弁別部と、

における差分演算を実行すると共に
、その差分演算の結果

規格化演算を実行し
し、これによ 格化変動率 を求めるデータ演算部と、前記規格化変動

率 の経時変化を放射線エネルギーごとにグラフ表示する表示処理部と、を含むこ
とを特徴とする。

【００１２】
上記構成によれば、互いに時間的に異なる検出データ間で差分演算が行われ、変動分が抽
出され、更にその変動分を標準偏差に基づいて規格化できるので、計数値（あるいは計数
率）の大きさによらずに（エネルギー間での計数値に相違があっても）、当該変動分を表
示上浮き上がらせることができる。よって、知識や経験が少ない者であっても、直感的に
変動現象を把握できる。
【００１３】
特に、環境モニタリングにおいては、実際に表示されたグラフを、施設で利用している放
射線や線源などに対応した典型パターンと比較すれば、異常発生かそれ以外の要因かの判
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本発明の好適な態様では、
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但し、Ｎ (t,i)は放射線エネルギーｉ、時刻ｔの計数率） を標準偏
差Ａ (t,i)1 / 2で割る （但し、Ａ (t,i)1 / 2＝（Ｎ (t,i)＋Ｎ (t-1,i)）／
２） 1 / 2） り規 Ｆ (t,i)
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ここで、前記差分演算の結果は、Ｎ (t,i)－  Ｎ (t-1,i)又はその絶対値

である。



断を簡便に行うことができる。この場合、容易に核種判別を行うこともできる。
【００１４】
（３）規格化変動率の表示に関しては、各種の方式を採用できる。
【００１５】
ここで、望ましくは、前記表示処理部は、第１軸を放射線エネルギー軸とし、第２軸を時
間軸とし、第３軸を前記規格化変動率を表す軸とした三次元グラフを作成する。この場合
、第３軸の正負に応じて色分けを行ってもよい。そのような表示処理によれば、増加変動
か減少変動かをより直感的に把握できる。
【００１６】
また、望ましくは、前記表示処理部は、第１軸を放射線エネルギー軸とし、第２軸を時間
軸とし、前記規格化変動率を輝度及び色相の少なくとも１つを利用して表した二次元グラ
フを作成する。このような二次元グラフによれば、色、明るさ、濃度といった表現で変動
個所を明確に表現でき、この場合にも直感的にわかりやすい表現を実現できる。
【００１７】
また、望ましくは、前記表示処理部は、第１軸を放射線エネルギー軸又は時間軸とし、第
２軸を前記規格化変動率を表す軸とした二次元グラフを作成する。この二次元グラフには
特定チャンネルだけの変動を表示してもよいが、色分けなどを利用して多数チャンネルの
変動を同時表示してもよい。
【００１８】
また、望ましくは、前記規格化変動率と所定のアラーム判定値とを比較してアラーム状態
を判定するアラーム判定手段と、前記アラーム状態が判定された場合にアラーム信号を出
力するアラーム出力手段と、を含む。視覚的な確認に加えて、アラーム自動判定を行えば
、異常事態への対処を確実にできる。
【００１９】
（３）また、上記目的を達成するために、本発明に係る方法は、放射線を検出し、検出デ
ータを出力する工程と、前記検出データを放射線エネルギーごとに弁別する工程と、各放
射線エネルギーごとに、時間的に隣接する検出データＮ (t-1,i)及びＮ (t,i)について、規
格化変動率Ｆ (t,i)を、
【数１】
Ｆ (t,i)＝（Ｎ (t,i)－  Ｎ (t-1,i)）／Ａ (t,i)1 / 2　　　・・・（１）
但し、Ｎ (t,i)は放射線エネルギーｉ、時刻ｔの計数率
Ａ (t,i)1 / 2は標準偏差
（Ａ (t,i)1 / 2＝（Ｎ (t,i)＋  Ｎ (t-1,i)）／２） 1 / 2）
により演算する工程と、を含むことを特徴とする。
【００２０】
上記の（１）式において、分子は検出データの時間差分に相当し、分母は標準偏差による
規格化に相当する。ここで、（Ｎ (t,i)＋  Ｎ (t-1,i)）／２は移動平均である。
【００２１】
　放射能測定における計数値は、統計的に標準偏差の一定倍数内で変動しうることが知ら
れている。そこで、同一対象を連続して測定した場合には、検出データ間の変動量すなわ
ち差分を標準偏差で割れば、全エネルギー領域において、基本的に規格化後の値をほぼ一
定幅内に収められる。標準偏差が検出データ（計数値）の平方根で近似できるとすれば、
上記（１）式によって、全エネルギー範囲にわたって良好な規格化を行える
【００２２】
　上記（１）の計算式において、分子を差分の絶対値としてもよい。また、バックグラン
ドを加味するように式変形してもよい
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２４】
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図１には、本発明に係る放射線測定装置の好適な実施形態が示されており、図１はその全
体構成を示すブロック図である。この放射線測定装置は、例えば放射線を利用する医療施
設や原子力発電所などの放射線取扱施設においても用いられるものであり、施設内やその
周辺における環境放射線（例えばγ線）のモニタリングを行うものである。もちろん、本
発明は他の放射線測定にも適用可能である。
【００２５】
図１において、本実施形態に係る放射線測定装置は、大別して、検出器１０と、γ線スペ
クトロメーター１２と、コンピュータと、で構成される。検出器１０は、放射線であるγ
線の検出を行う装置であり、例えばＮａＩ（Ｔｌ）型のシンチレーション検出器などで構
成される。ちなみに、この検出器１０を可搬型としてもよい。この検出器１０によって連
続的にγ線の検出が行われ、その検出データはγ線スペクトロメーター１２に送られる。
【００２６】
γ線スペクトロメーター１２において、検出データとしての信号がアンプ１４で増幅され
た後、ＡＤＣ１６においてデジタルデータに変換される。そのデジタルデータに変換され
た検出データは波高分析部１８に送られ、その波高分析部１８において波高弁別が行われ
るとともに、各エネルギー（チャンネル）ごとに計数値Ｎが求められる。そして、各時刻
ごとのエネルギースペクトルが一旦記憶される。図１においては、波高分析部１８内にお
けるメモリの構造が概念的に示されており、すなわち、各時刻のスペクトルごとに独立し
て記憶される。
【００２７】
波高分析部１８による分析結果は、規格化演算部２０に出力される。この規格化演算部２
０は、上述した（１）式を実行する手段である。具体的には、隣接するデータ間における
差分を演算し、その差分を標準偏差によって除することによる規格化変動率Ｆを演算して
いる。その演算結果はグラフ作成部２２及びアラーム判定部２３に送られている。
【００２８】
グラフ作成部２２は、演算された規格変動率Ｆをグラフ化する手段である。このようにし
て作成されたグラフは表示器２４に表示される。アラーム判定部２３は、規格化変動率Ｆ
を所定のアラーム判定値Ｋと比較しており、アラーム判定値Ｋよりも規格化変動率Ｆが大
きくなった場合には、所定のアラーム信号を外部に出力している。ちなみに、アラーム判
定に先立って規格化変動率の絶対値を演算してもよく、あるいは、正及び負の両方にアラ
ーム値Ｋを設定してもよい。
【００２９】
図２～図４には、本実施形態に係る規格化変動率の表示例が示されている。図２に示す表
示例においては、第１軸がエネルギー軸とされ、第２軸は時間軸とされ、第３軸が規格化
変動率を表す軸とされている。そして、規格化変動率の大きさに応じてその軸に対応した
色相あるいは輝度が割り当てられており、そのような色相あるいは輝度によって規格化変
動率の大きさを直感的に把握可能である。図２に示されるように、従来の表示とは異なり
、放射線の変動が生じた場合に、その変動をより顕著に視覚化することが可能である。よ
って、経験や知識の乏しい者であっても放射線の変動をより直感的かつ容易に把握できる
という利点がある。また、図２に示される表示例によれば、各エネルギーごとに規格化変
動率の変化が表されるので、放射線の核種判別なども容易である。これによって、異常が
生じた場合に、それが人工的な要因によるものであるかそれ以外の要因によるものである
かをより的確に判断できるという利点がある。
【００３０】
図３に示す表示例においては、第１軸がエネルギー軸とされ、第２軸が時間軸とされてい
る。そして、規格化変動率の大きさは色相あるいは輝度によって表現されている。その大
きさを表す目安が図において右側のボックス内に表されている。このような表示例によれ
ば、色相変化あるいは濃度変化によってどのエネルギーにおいてどのような変動が生じた
かを一目瞭然に把握可能である。図２に示される表示例では、奥行方向の重なりが生じる
が、図３に示す表示例によれば、二次元平面内において輝度軸あるいは色相軸を利用でき
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るため、そのようなグラフの重なりといった問題を回避できる。
【００３１】
また、図４には、図２に示す表示例においては、一方軸がエネルギー軸とされ、他方軸が
規格化変動率の大きさを表す軸とされている。よってこのような表示例においてはリアル
タイムで表示が更新されることになる。この表示例によっても変動が生じているエネルギ
ー部位を一目瞭然に把握可能である。放射線はそれ自体変動するものであるが、本実施形
態に係る各種の表示例によれば、そのような変動に対して非自然的な変動をより顕著に表
現可能である。これに関して図５及び図６の比較例を参照する。
【００３２】
図５及び図６に示す比較例においては、図３に示す表示例と同一の測定条件で行った場合
の他の表示例が示されている。図５に示す比較例では、各エネルギーごとの単なる計数差
分が表されており、図６に示す比較例においては各エネルギーごとの計数差分を計数移動
平均で除した値が示されている。図５に示されるように、単に計数差分を表した場合、異
常時の変動をより顕著に表すことができず、また、図６に示すような表示例でもこれと同
様の問題が生じてしまう。
【００３３】
よって、上述した本実施形態に係る表示形態によれば、特に放射線取扱施設内あるいはそ
の周辺におけるγ線のモニタリングなどにおいて、異常時の変動をより迅速に認識でき、
さらに、その分析も行えるという利点がある。
【００３４】
上記の実施形態において、検出器１０としては上述したものには限られず各種の検出器を
利用可能である。図１に示した構成例では、γ線スペクトロメータ１２とそれより後段の
コンピュータとが直接的に接続されていたが、もちろん、一旦外部の記録媒体などにデー
タを記録し、その外部の記録媒体をコンピュータにセットすることによってデータの読み
出しを行ってもよい。また、図２～図４に示した表示例では、規格化変動率Ｆに符号が付
されていたが、もちろん用途によってはその絶対値を表示するようにしてもよい。すなわ
ち、本発明は各種の変形が可能である。
【００３５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、放射線測定結果の表示に当たって、線量の変動を
よりわかり易くすることができ、線量の変動要因を迅速かつ的確に判断することが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る放射線測定装置の好適な実施形態を示すブロック図である。
【図２】　本実施形態に係る表示例１を示す図である。
【図３】　本実施形態に係る表示例２を示す図である。
【図４】　本実施形態に係る表示例３を示す図である。
【図５】　比較例を示す図である。
【図６】　比較例を示す図である。
【符号の説明】
１０　検出器、１２　γ線スペクトロメーター、１４　アンプ、１６　ＡＤＣ、１８　波
高分析部、２０　規格化演算部、２２　グラフ作成部、２３　アラーム判定部、２４　表
示器。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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